
1 事業計画

事業所内に設置する施設の種類等によっては、環境へ
の負荷が増加することが考えられるため、できるだけ早
期に、設置する施設の計画を明らかにし、これらを含め
た環境への影響を評価されたい。

承知しました。

2 大気質

（表5.2.2-2(1)）大気質の項において「大気汚染防止法
に基づき適切に対応を行う」とされているが、環境影響
評価制度の趣旨に鑑み、環境への影響の低減等に一
層努められたい。

※第２回審査会での質疑を踏まえて補足
大気質の項において「大気汚染防止法に基づき適切に
対応を行う」とされているが、滋賀県公害防止条例にお
けるばい煙発生施設等の設置も想定されるため、排出
規制の遵守にとどまることなく、規制対象外の施設も含
めて、ばい煙等の排出削減に取り組み、環境への影響
の低減等に一層努められたい。

熱源については電気を使用する予定
であり、大気への影響の低減に努めま
す。

※補足に対する回答
左記補足に関して承知致しました。
大気汚染防止法だけでなく滋賀県公
害防止条例における特定施設も適切
に検討して、法律および県条例を遵守
して大気への影響の低減に努めます。

3 水質

　工事中に発生する排水は濁水処理等の後に公共下
水道へ放流する計画となっていますが、環境影響評価
項目として選定する必要がないのかどうか確認して下さ
い。また、下水の排除基準に間違いがあるので修正し
て下さい。

工事中に発生する排水の放流につい
ては、現在、守山市と協議中であり、
守山市の指導に基づき処理を行いま
す。配慮書には「公共下水道へ放流」
と記載していましたが、方法書以降の
図書で適切な記載を検討します。公共
用水域へ放流する場合は、排水の内
容や発生量、放流先の状況などを踏
まえ、環境影響評価項目として選定す
るか検討を行います。

4 その他

１０，０００㎡以上の土地において、開発事業を行おうと
する場合は、滋賀県土地利用に関する指導要綱第５条
第１項に基づく届出が必要となる場合がありますので、
当課と協議を行ってください。
一定面積以上の一団の土地取引を行う場合は、売買
等の契約を締結した日から２週間以内に国土利用計画
法第 23 条第１項の規定に基づく届出が必要となります
ので、守山市を経由して届出を行ってください。

本事業の敷地面積は、配慮書に記載
のとおり9999.41㎡で1万㎡未満ですの
で、協議は不要と考えています。

守山市に確認の結果、法第23条第２
項第３号の規定により届出不要（当事
者の一方が国等の場合、届出が必
要）と考えます。

5 その他

　鉱業法の規定による試掘権・採掘権の設定または設
定許可申請がされている場合があるので、近畿経済産
業局資源エネルギー環境部資源・燃料課に照会してく
ださい。
　また、鉱区が設定されている場合は、権利者と調整を
してください。

採掘権の設定の有無について、照会
して設定されていないことを確認しまし
た。
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